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感染症罹患に伴う「出席停止届」について 
 
 

日頃より本校の学校活動へのご理解とご協力に感謝申し上げます。 
さて、「出席停止届」について手続きの簡便化をはかるため、３学期以降は以下のように

しますのでご了承ください。 
 
【添付書類について】 
・出席停止を伴う感染症罹患により「出席停止届」を提出する際は、「医療機関の受診を証 
明する書類」（連絡票、検査結果、診療明細書、処方薬の説明書など）を添付書類として提出してく 
ださい。 
※ これまで提出していただいていた「学校感染症連絡票」は廃止しました(「出席停止届」に統合)。 

※ 感染症罹患の「診断」はあくまでも医師によるものとし、個人で行った検査キットで陽性が判明しても

出席停止の対象となりません。ただし個人で行った検査キットの検査結果を医師に伝え、それにもとづき

医師が下した見解は「診断」となります。 

※ 医師による電話診療も対面診療と同様に扱います。電話診療により領収書等の３「医療機関の受診を証

明する書類」が準備できない場合は、担任にご相談ください。 

※ 医師により「罹患の疑い」「みなし陽性」の診断がなされた場合は、出席停止の対象となります。 

※ 医師の診断に際して「出席停止期間」「登校可能日」が伝えられなかった場合は、「発病年月日」（咳 

や発熱等の症状が始まった日）をもとに「出席停止期間」を算出します。 

※ 「出席停止届」は、大湊高校ホームページのトップ画面「学校生活▼」→「ダウンロード」からダウン

ロードできます。 
 
【提出先について】 
・「出席停止届」及び添付書類「医療機関の受診を証明する書類」は、担任に提出してくだ
さい。 
※ 書類に修正等が必要な場合は、担任が生徒・保護者に連絡し、修正後の書類提出先も担任とします。 

 


